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【１．重大事故情報＝３件】（５月２８日～６月３日分） 

（１）貸切バスの車両火災事故 

５月２９日午後０時３０分頃、北海道の高速道路において、貸切バスが乗客

４６名、交替乗務員１名、添乗員１名を乗せトンネル内を運行中、当該貸切バ

スの運転者が、バスの走行状態に異常を感じたため、トンネルを出た所で路側

帯に停車し確認したところ、左後輪がパンクし、煙が出ていた。すぐに乗客を

避難させ、消火器で消火しようとしたが消火できなかったため、消防署に連絡

し、消防による消火活動が行われたが、バス後部を焼損した。 

この事故によるけが人はなかった。 

この事故の影響で、当該高速道路が約３時間通行止となった。 

 

（２）乗合バスの車内事故 

５月３０日午前９時５５分頃、大阪府において、乗合バスが運行中、バス停

にて停車するため減速していたところ、当該バス停にて降車しようとした乗客

（７９才：女性）が転倒した。 

この事故により、転倒した乗客は大腿骨骨折の重傷を負った。 

事故当時、転倒した乗客は、左側最前列の座席に着席しており、バス停約１

０ｍ手前にて立ち上がると同時に転倒した模様。 

 

（３）タクシーが歩行者を撥ねた事故 

５月３０日午前４時頃、栃木県において、乗客を乗せたタクシーが青信号で

交差点を通過しようとしたところ、横断歩道を右方向から横断して来た歩行者

を跳ねた。 

この事故により、撥ねられた歩行者は死亡した。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【２．「重大事故情報」のその後】 

＊ 以前にこのメルマガで紹介した重大事故情報のその後の情報をお知らせ



します。 

（１）タクシーが歩行者を撥ねた事故（平成２２年５月２１日） 

＝事故概要＝ 

５月２０日午後６時頃、神奈川県において、タクシーが空車にて運行中、道

路左側の歩道を歩いていた歩行者を撥ねた後、すし店に突入した。 

この事故で、撥ねられた歩行者が死亡し、当該タクシーの運転者が顔と腹部

を打撲するなどの軽傷を負った。 

事故現場は、一方通行の道路で、ガードレールはなかった。 

 ＝その後の情報＝ 

当該タクシーの運転者は、数日前から血圧が上がり、手足がしびれるため、

事故当日に病院に行ったが、その日の精密検査は出来ないとのことで、後日の

精密検査の予約をしたあと乗務した。 

事故直前、当該タクシーの運転者は、脳梗塞により意識障害となり事故に至

ったとのこと。 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車交通局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜jiko-antai@mlit.go.jp＞までお寄せ

ください。 

よくある質問

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

自動車交通局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 
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